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6 月「例会（講演会）」のお知らせ 
 

６月１５日（土）午後 2 時～4時  

 団地住民センター 
「近代日本の戦争を考える 

―アジア太平洋戦争への道」  

後藤 啓倫
ひろみち

さん 星槎道都大学社会福祉学部 専任講師 
 

  後藤啓倫さんのお話は、「近代日本の戦争を考える」とするシリー

ズで昨年の 11 月に 1回目「満州事変を中心に」、今年の 3月に 2回目

「日中戦争の原因と展開」と回を重ねてきました。この 6 月 15 日が 3

回目のお話で、昭和 20年 8月 15 日敗戦に至る道となります。 
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北広島九条の会は日本国憲法のパネル展示を行いました。 
 

1947 年 5 月 3 日憲法が施行されて、今年で７７年になりました。“世界の宝” 

ともいうべき憲法を、この日エルフィンパークにて展示、改めて考えてみません

かと訴えました。合わせて 18 年になる北広島九条の会の活動を紹介しました。

通りがかりの市民がじっと見入っておられました。また市内で教職に就いている

という方が「平和」や「戦争」をどう子どもたちに教えるかを考えているとお話

しされていきました。立ち寄った高校生には小冊子「バトンタッチ」を手渡しし

て「平和、戦争、憲法」を訴えました。 
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子どもたちを救え!イスラエル軍はガザ侵攻・ 

ジェノサイドをただちに止め、停戦の協議を! 
暴力の悪循環を断ち、関係各国と国際機関があらゆる外交努力を払

い「停戦」の協議を！イスラエルが国際人道法に違反しているのは明ら

かです。 
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ままななびび座座    66 月月 2222 日日（（土土））    午午前前 1100 時時～～正正午午    広広葉葉交交流流セセンンタターー  

  テテキキスストト  『『人人権権とと国国家家』』  筒筒井井  清清輝輝著著（（岩岩波波新新書書））  

どどななたたででもも自自由由にに参参加加ででききまますす。。テテキキスストトをを使使っっててののおおししゃゃべべりり会会でですす。。直直接接会会場場へへ  

おお越越ししくくだだささいい。。テテキキスストトはは事事前前ににおお求求めめくくだだささいい。。  
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4 月 28 日、衆議院 3 つの補欠選挙 

野党が完勝、裏金政治に審判下る 
市民と野党の共同が大きな力。いま今国会での「政

治資金規正法」の改正でも自民党は骨抜きを図ろうとして

います。企業・団体献金は禁止してこそ、民主主義の政

治ではないでしょうか。ウラ金の真相究明はどこへ、党内

の大甘「処分」で幕引きは許されない！また衆院道 5 区

和田義明議員のウラ金 990 万円、釈明を求めましょう。 
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北広島市は、この４月の市広報で突然、自衛隊に 22 歳

と 18 歳の市民の個人情報を提供すると発表しました。

「提供を希望しない人は、9 月 30 日まで申し出を」とい

いますが、おかしいと思いませんか。 

 右の QR コードで、市へ「拒否」すること 

 の連絡ができます。 
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これでいいのか 「ボールパーク新駅」！ 

5 月 11 日、「新駅を考える会」が総会 

40 人の市民が活発に声を上げました。 
エスコン球場の固定資産税は 10 年間免税と言ってきた市は、昨年

秋から突然、「3 年間は市条例に沿って免税し、4 年目からは課税してそ

の相当額を市が補助金として出す」と言い出しました。どうして変えたのか、

理由を聞いても答えません。また駐車場用地は 1 ㎡当たり年間 200 円の

賃借料。それを転貸して利益を上げているそうです。こんな賃貸借契約

の市有地の使われ方、おかしいと思いませんか。 

 


